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ＣＶ－２２のホバリングに係る配慮について（要請） 

 

 

 日頃から、当局の防衛行政への貴職の御理解と御協力に感謝申し上げます。 

 

横田飛行場北側ヘリパッドにおけるＣＶ－２２のホバリングから生ずる近隣住民

への影響への配慮を要請するため、本書簡を書いています。 

 

当該住民（家族を含む）は、ＣＶ－２２が横田飛行場に正式配備された平成３０

年１０月頃から、当局に対し頻繁に、ホバリング時の騒音や振動等による被害の苦

情を申し出ています。これまでの苦情の主な内容は次のとおりです。 

○家屋から公道と基地内道路を隔てて約１００ｍのところでホバリングをしてお

り、このような近接した場所でのホバリングは他では考えられない。 

○ホバリングは通常１８時頃から開始され、２２時過ぎまで続くことがある。 

○ホバリングの騒音や振動のせいで家族との会話が出来ず、また、ヘッドフォン

無しにテレビを観ることは出来ない。 

〇ホバリングの振動が原因で家屋の壁にヒビが入った。 

〇ホバリングの風圧により基地内の小石等が家屋の敷地内に飛んでくる。 

○ホバリングの騒音等が原因で体調を崩し通院したことがある。 

直近では、本年１月１２日、当該住民の妻から、その前日においては２２時頃ま

でホバリングが続いたため生活に支障をきたしているとの苦情を受けました。 

 

当局は、貴軍による飛行訓練は、パイロットの技能の維持・向上を図る上で必要

であり、また日米安保体制の円滑な実施のため重要であると認識しています。その

ため貴軍が、横田飛行場において、公共の安全に妥当な考慮を払いつつ軍隊として

必要な活動を行うことは認められています。 

 

一方、当該住民からの苦情は主に、家族がくつろぐ時間帯において会話ができな

い程度の騒音が数時間にわたって継続するという内容であり、これは、他の航空機

の離発着に伴い一時的に生じる騒音に対する苦情に比べるとより深刻であり、何ら

（仮訳） 



かの措置を執る必要があると考えます。また、当該住民からの苦情を受けた瑞穂町

も当局に累次、かかる現状を改善するよう要請しています。仮に現状が改善されな

い場合、これまで周辺地域から得られていた横田飛行場に対する理解と協力が損な

われかねないことを懸念しています。 

 

つきましては、貴職においてはこうした事情を十分ご理解頂くとともに、当該住

民に対する影響を最小限に抑えるため、原則として、ＣＶ－２２のホバリングを昨

年１０月に工事が完了した基地中央に位置するヘリパッドで行い、北側ヘリパッド

では行わないといった抜本的な措置を講じるよう、改めて特別の配慮を要請します。 

 

なお、横田飛行場に配備されているＣＶ－２２の運用は第３５３特殊作戦群の指

揮下にあり、指揮系統のうえでは第３７４空輸航空団の責任にないことは承知して

いますが、貴職のリーダーシップにより好意的にご検討の上、返信頂けますようお

願いします。 



令 和 ４ 年 ９ 月 
防 衛 省 

（共）宮本徹 議員 資料要求 
２ ９日のレクにおいて、横田基地でのＣＶ２２オスプレイのホバリングに

ついての貴省北関東防衛局企画部長名での横田基地副指令官あての要請（本

年２月１６日付）に対し、米側から説明があったとの説明を受けた。 
ア）回答の内容を示されたい（全文を提供）。 
イ）回答は、いつ、どのような方法で、誰に対してなされたのか等、回答に関

わる事実や経過等を示されたい。 
ウ）回答を受け、いかなる対応をしたか、経過と内容を具体的に説明されたい。 
（答） 

【ア）について】 

〇 米側から 

・ ＣＶ－２２オスプレイの訓練が北側ヘリパッドで行われている理由は、

南側ヘリパッド付近で追加工事が行われているためです。 

・ ヘリパッド周辺には工事現場の作業員がいること、建設機器やがれきの

存在等、安全上の懸念から、現在、第 21 特殊作戦中隊と第 374 空輸航空団

は南側ヘリパッドのみで完全な訓練を行うことが出来ません。 

・ 該当工事は、今後大きな遅れが発生しない限り、今年の秋頃までに完了

する予定です。 

・ 工事完了後については南側ヘリパッドが使用可能な時は訓練場所を変更

しますが、どうしても任務遂行のために乗員の即応性を維持する必要があ

ることから、今後も北側ヘリパッドの使用は継続して行われる可能性は排

除されないことになります。 

・ 新たな情報が分かり次第、追ってご報告させていただきます。 

・ 皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

との回答がありました。 

 

【イ）について】 

〇 米側からの回答については、本年５月２４日に北関東防衛局に対し、メー

ルにて回答がありました。 

 

【ウ）について】 

〇 米側からの回答を受け、同日、北関東防衛局から地元自治体に対し、米側

から回答のあった内容をお知らせしました。 

 





別紙１ 
 

横田基地関係者による飲酒を伴う交通事故について（要請） 
 
 
令和４年８月１５日、北関東防衛局から、横田基地所属の空軍人の飲酒運転

事案に関する情報として、「発生日時は令和４年８月１３日午後３時２０分頃。

発生場所は福生市志茂３５。被害状況は、日本側車両は後部ハッチバックとバ

ンパーの損傷、米側車両は前部ボンネットとバンパーの損傷。発生状況は、交

差点で右折をしようと日本側車両が停止していたところ、米側車両が後方から

追突。米側の飲酒運転。双方とも同乗者なし」との情報が東京都及び基地周辺

自治体に提供された。 

飲酒運転は、人命に係わる重大な事故に繋がるもので、非常に危険かつ悪質

であり、基地周辺住民に不安を生じさせるだけでなく、住民感情の悪化を招き

かねない。 

また、横田基地所属人員の飲酒を伴う交通事故は、令和元年度以降頻繁に発

生しており、これまでに計七回に及んでいる。横田基地に関する東京都と周辺

市町連絡協議会では、その都度、再発防止や教育及び綱紀粛正を要請してきた。 

今回の事故は、その経緯を踏みにじるものであり、極めて遺憾である。 

ついては、下記のとおり、強く要請する。 

 

記 
 
１ 怪我人の有無、事故の経緯、背景等について明らかにするとともに、飲酒

を伴う交通事故が令和元年度以降頻繁に発生していることを踏まえ、基地外

での飲酒の禁止等、具体的かつ効果的な再発防止策を直ちに講ずること。 
２ 米軍関係者に対する教育及び綱紀粛正の徹底を図り、再発防止に適切な措

置を講ずること。 
３ 以上の対策を速やかに実施するとともに、その具体かつ詳細な内容を関 

係自治体に情報提供すること。 
 

 
 
 令和４年８月１６日 

 

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 
                 アンドリュー L. ラダン大佐 殿 
 
 
 

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 
 

会 長 東 京 都 知 事  小 池   百 合 子   
副会長 瑞 穂 町 長   杉 浦   裕 之  

立 川 市 長   清 水   庄 平   
昭 島 市 長   臼 井   伸 介   
福 生 市 長  加 藤   育 男   
武蔵村山市長  山 﨑   泰 大 
羽 村 市 長   橋 本    弘 山 



都内での米軍構成員による事件・事故

軍 部隊 飲酒 備考

2008 8.2 米軍属による暴行傷害事件

2011 2.23 米軍人による交通事故 ● 横田基地所属の米兵

2012 2.9 米軍属による暴行傷害事件 横田基地内の大学で働く軍属男性２人

4.28 米軍人による暴行傷害事件 空軍
第374空輸航空団整

備中隊
上等空兵

2013 7.14 米軍属による暴行傷害事件

2017 5.7 米軍属による交通事故 空軍 第374医療群

2018 1.6 米軍属による交通事故 ● 米軍属

2019 5.12 米軍関係者による交通事故 ● 横田基地所属の軍人

5.25 米海兵隊員による強盗傷害事件 海兵隊

5.27 米軍関係者による交通事故 空軍 第374空輸航空団 ●

10.6 横田基地所属軍人の酒気帯び運転による物損事故 ●

10.27 米海軍所属員による建造物侵入等事件 海軍 横須賀基地所属

2020 7.17 横田基地所属軍属による飲酒を伴う交通事故 ●

7.26 横田基地所属軍人の酒気帯び運転による交通事故 空軍 ● 空軍兵

10.6 横田基地軍属による飲酒を伴う交通事故 ●

2021 3.31 横田基地関係者による飲酒を伴う交通事故 ● 日米地位協定が適用されるメンバー

10.21 都内の基地隊員等は関係していない

10.25 海軍 横須賀基地所属３等兵曹

2022 8.15 横田基地関係者による飲酒を伴う交通事故 空軍 ● 空軍人

※委員会提出資料、報道発表資料より作成。

※部隊、飲酒、備考は報道発表資料に記載のあるもの

年月日

港区で発生した米軍人による傷害事件及び薬物所持被疑事案






